
1．はじめに

　「再分配政策はジャングルですね．」数冊の専
門書と数十ページの専門資料をめくりながら，
協働作業をしていた学生がそう言った．資料文
書は読みやすいものばかりではなく，似た名前
の政策項目は何が違うのかよく分からない．あ
る専門書には政府白書にはない視点で議論が展
開されていて，何を読めば全体像を理解できる
のかよく分からない．はっと気づけば，何を捜
して読み始めたのかは忘れ，資料が議論を進め
るままに思考を誘導されて数時間経っている．
読み進めればどんな種類の政策を見つけるのか
も分からず，迷った挙句に積み上げていく書庫 
から借りる資料が，本棚に山積みになっていく．
　膨大な要素から成る再分配政策だからこそ，
少数の重要な要素のみ着眼点を明確にしてくれ
る経済学の枠組みが指針となる．この基本的枠
組みは以下の 5 つの論点からなる．①人は各々
の所得を自らにとって最も価値のあるニーズか
ら充足していくから，貧しい家計がやっと購入
する必需品は富んだ家計が気ままに購入する贅
沢品より限界的価値は高い．②だが，市場動態
を通じて資源配分の分散が自然と生じるから，

富んだ家計から貧しい家計に再分配すること
が，経済全体の資源の社会的価値を最大化する
ために望ましい．③だが，過度の再分配をする
と，富んだ家計がその労働や投資に見合う報酬
を得られなくなるから，結果として社会全体の
経済活動を減退させてしまう．④「消費の平等
性」と「労働・投資の効率性」という相反する
目的に最適な形で両立する条件は，再分配の程
度がいかに労働や投資を減少させてしまうかと
いう弾力性によって定められる．⑤この枠組み
に基づく実証研究の主要な意義とは，これらの
弾力性を推計することとなる．医療保険や現物
給付は，この基本的枠組みとは異なるように表
面的には見えるが，実は構造として同値である．
　この基本的枠組みは汎用的だが，それでも整
理しきれない再分配政策群が，多岐にわたる政
策領域において存在することに，その「ジャン
グル」の中を迷いながら気づいた．これらの一
貫した要素を総体的・体系的に整理できない
か，という試みが本論考の目指すところである．
構成要素から「望む」という表題には，再分配
政策を「展望」するという意味と，それらの制
約を理解して政策としての理想的あり方を「希
望」するという二つの意味が込められている．
筆者たちが迷ったからこそ，その経験をまとめ
ることでこれからの「探検」に活かしていただ
けないか，と願っている．
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2．構成要素の分類

　本節では，経済学の基本的枠組みが「財」の 
移転を分析しているのに対し，多くの政策が「役 
務」を通じた再分配であることを示す．「役務」
には「財」と同様に「価格」や「量」の政策が
あるのみでなく，「財」とは対照的に「所在」，

「質」，「選別条件」に関する政策がある．

2. 1　財と役務
　再分配政策の基本問題は，貧富格差による家
計間の消費価値の差を縮小することと市場経済
活動を維持するという相反する目的をいかに両 
立させるか，ということだった．この枠組みは， 

「価格」と「量」などを定める「財」の再配分
の問題として，Edgeworth （1897）や Ramsey 

（1927） の革新的かつ厳密な定式化などを通じ
て，数理モデルとして整理されてきた．この
モデルにおける意思決定主体は，政府と家計
の 2 者である1）．そして，この社会厚生最大化
問題における主要な制約は，政府は「本当に恵
まれない家計」に資源を配分したいが，「本当
は恵まれているけれど寛容な再分配政策に甘え
たい家計」かどうかを観察して区別できないと
いう観察不可能性である．この制約は誘因制
約 （incentive constraint）と呼ばれ，資源制約 

（resource constraint）と 合 わ せ て，社会厚生
を制限している．Mirrlees （1971） によるこの
概念的発明によって，先述の再分配制約の基本
的枠組みは「情報の非対称性」の問題として再
定義されている．
　しかし，この「財」の再分配モデルのみでは，
実際の福祉・雇用・教育などにおける再分配政
策の重要要素をどうとらえればいいのか自明で
ないことがある．例を挙げよう．

（1）場所・時間の問題：病気に苦しんでいる 
とき，診療所・病院が家の近くにあるだろう 
か．これらの医療機関には新しく患者を受け入
れる容量があり，どれだけの期間受け入れられ
るだろうか．

（2）内容の問題：雇用機会を与えられたとき，
職場での安全・健康・衛生は雇用者によって守
られているだろうか．その内容に関する情報を，
雇用される前に十分に与えられるだろうか．

（3）選別条件の問題：教育機会を求めている
とき，公正な選別・選考がなされるだろうか．
公的基準と現場裁量は適切に用いられ，不当な
差別的扱いを受けていないか．
　本論考では，場所・時間，内容，選別条件な
どの要素がある福祉・教育サービスや雇用機会
などをまとめて「役務」2）と呼び，その再分配
についての諸問題について考察する．役務が財
と本質的に異なり，財のモデルに置き換えられ
ない理由は，「政府」と「家計」の 2 者に加え，

「提供者」という第 3 の意思決定主体が介在し，
新しい政策変数があるからだ．すなわち，福祉・
教育サービスには従事者がいて，雇用機会には
雇用者がいる．「提供者」がいるから（1）「場所・
時間」の問題が生じ，政府が観察できない（2）

「内容」があり，そして提供者が観察する（3） 
「選別条件」を設定できる．政策の幅は広くなり，
「価格」と「量」のみでなく，（1）所在があり，
（2）内容に関する規定があり，（3）選別条件に
関する規定がある．まず，ここに本論考におけ
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１）生産者 は，Diamond and Mirrlees （1971）

の生産効率性命題によって，競争的経済均衡にお
ける能動的な意思決定者としての重要な役割はな
い．

　　　　　　　　　
２）「役務」という言葉は，日常的に使われな

いため不自然と感じる読者もいるかもしれない．
「役務」は英語の“service”を漢字に訳した言葉で
あり，「商品商標」に対する「役務商標」のように
して使われることがある．しかし，家計が享受す
る“service”については，「サービス」とカタカナ
表記で用いることが日常的である．ここでは，家
計が供給する労働も広義に“service”と英語で表
現するから，「サービス」と「被雇用」を含めて，「役
務」と定義することとした．経済学文献で頻繁に
使われない言葉であるから，ここで特定の意味で
使用することを赦してほしい．
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る財と役務の意味を定義しよう．

　◦　 財…政府の決定により，家計の状態に条
件付け，金銭・物品を給付・徴収するも
の

　◦　 役務…提供者の決定により，金銭と役務
を，ある場所・時間で交換するもの

　役務は，提供者もしくは家計が何らかの「役
を務める」ということだ．福祉・教育サービス
では，家計が提供者に金銭を支払い，サービス
を享受するのに対し，雇用機会では，家計が役
務 （知識と労働） を提供しその報酬を受け取る 

（図 1 参照）．これらの交換の方向は逆であるが，
「提供者と家計の間で双方が望む『役務』と『金
銭』の交換が起こる」という意味において，数
理モデルでは同値である．これら（1）─（3）の
要素に加え，「提供者」自身の能力や資格につ
いて考えることもできるが，この論考では，そ 
の問題を「内容」の中に含めることとした．「財 
源」の問題も，経費や賃金などの価格に含めて
考える．
　場所・時間，内容，選別条件 な ど の「役
務」特有 の 要素 は，ど れ も 従来 の 価格 と 量
の「財」の 要素 に 比 べ，再分配政策 の 実効性 

（implementability） という側面において家計の
福祉 （well-being） にとってより重要と言える
のではないか．これは，場所・時間の物理的な
制約があるので，単位当たりの価格が量の関数
となるという非線形的な政策を「転売」によっ
て無効にはされないからだ．例えば，一世帯当
たり 1 万円の食品券を配って実際に使ってもら
えればその政策は非線形的である （つまり，1
万円までは負担額が 0 で，1 万円以上は価格と
比例） が，1 万円ほど食事をしない世帯は市場
で他の世帯に食品券を売ることができる．これ
に対し，特定の場所と時間における食事配給
サービスであれば，他人に食事を食べてもら
うことは原則できない．最適税制論の混合税
制（mixed taxation）の設定において，消費税
は線形であるのに対して所得税は非線形である
ような設定（Atkinson and Stiglitz 1976 など）
が典型的であるのは，この理由からである．こ
のような実効性の観点からも，役務を十分に理
解することが再分配政策を理解する上で欠かせ
ないと考えられる．
　この構成要素分類は，貿易理論における「貿 
易可能財」と「貿易不可能財」の分類と似ている． 
貿易理論のように，ある財の生産と消費を地理 
的・時間的に分割できるかという「貿易可能性」 
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（tradability）を軸に分類がなされている．「貿
易可能性」が高い「財」は「貿易可能財」に対
応する財に分類でき，その低い「役務」は「貿
易不可能財」に対応する役務に分類した．また，
貿易理論における議論のように，断続的な二分
法は必ずしも明確に定まるとは限らない．例え
ば，酒・たばこを除く食品を購入できる食品券
は財に分類されることが自然だろうが，その限
定性が高まり，ある配給所のある時間帯の限定
された食事補助は役務に分類する方が自然だろ 
う．「貿易可能性」を定める「貿易費用」が個々 
の場合に依るためこのような実証的対応の曖昧
さは排除できないが，理念型としてなお有用た
りうると考えている．

2. 2　再分配の制約条件としての役務
　財の概念としては捉えられなかった役務特有
の要素を，政策決定問題の制約として捉え，新
しい制約から生じる選択変数としてその政策を
考えていく．

（1） 生産要素としての物的・人的資本の地理
的・時間的硬直性

　役務は，物的・人的資本が労働と組み合わ
さって生産されている．労働については市場か
らある程度弾力的に調達できるかも知れない
が，施設や工場の建物・備品といった物的資本，
そして専門家の知識や技能といった人的資本は
時間を必要とする「蓄積」であってその供給
は短期的には硬直的である．これらの資本蓄積
には固定費用がかかったり，その費用に見合わ
ないときは固定的であって労働などその他の生
産要素の限界生産性が低減することから，役務
供給量が増減すると供給単位当たりの費用は上
がってしまうだろう．これは，事務経費や銀行
手数料などを近似的に無視でき，供給弾力性は

「無限大」（すなわち，社会厚生最大化条件にお
ける項は「零」）と考えられる財の移転とは対
照的である．すなわち役務そのものは私的に消
費されても，その資本には公共財的な側面があ
り，生産関数を通じた外部性（これは，政府の

財政制約を通じた外部性とは異なる）を内部化
するような補正的な配慮が必要だ．
　まず，資本には地理的な所在があるから，固
定費用が大きいとき，地域的な「規模の経済」

（economy of scale） が生じる．よって，過疎地
域の役務を支えるための政策として，地方交付
税などが必要だ．例えば，物理的な資本である
建物や専用機械は容易に移動できないし，専門
家もその地域の周辺に生活拠点を置かなけれ
ばならないから「専門知識・技能」等の人的資
本もまた地理的な存在だと言えるだろう．例え
ば，過疎地域においては，病院の施設のみでな
く，医者がいるかどうかが，地域医療を支える
ための重大な条件だ．そして，規模の経済があ
るとき，過疎地域に一定の人口がいなければ，
地方自治体が中央からの補助金などを受けない
限り，その病院，学校，雇用機会などを支えて
いくことは困難である．
　そして，資本の蓄積・消耗には時間がかかる
だから，その供給は短期的に固定的であり微調
整ができない．よって，世代や地域の固有変動

（idiosyncratic shocks）によって資本への需要
が供給を上回るとき，選別基準はどうであれ役
務を提供することはできないので，価格や選好
ではなく順番によって配分が決定する．これは，
国債発行や社会保険料などを通じて必要に応じ
て量を柔軟に調整できる財とは対照的だ．①過
剰需要に対応できなければ，必要にかかわらず

「待機」をする他なく，満員の病床，障害者施設，
高齢者施設や保育所などは人々の福祉にとって
深刻な課題である．②過剰需要への消極的な対
応として，「出口」を広げてその分「入口」を
広げることができる．例えば，限定的な役務し
か受けられない施設の「たらい回し」や，高年
齢者を別の機会で再雇用することで若手世代に
雇用機会を開ける再雇用義務がある．同じ福祉
施設であっても，保育所は「出口」が見えてい
るのに対し，高齢者施設は「出口」に不確実性
があることは運営のための決定的違いである．
③積極的な対応として，物的・人的資本にあま

（134）
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り頼らない柔軟な運用をできる訪問介護・看護
などもある．これらは，社会福祉の分野で議論
されてきた問題であり，岩田 （2018） p. 47 など
が特に詳しい．Fukai （2020）は，保育所の設
立について，その供給弾力性を測定した数少な
い実証研究である．

（2） 政府からの観察不可能性のもとでの内容
の質の保証

　福祉・教育・雇用の「現場」で起こる役務の
内容は提供者が決めているため，その能力や意
思によって提供者間の分散が生じる．これは，
適切な役務内容・環境を提供する能力と動機を
保つという積極的な点と，提供者の持っている
権力から暴力を用いないという消極的な禁止事
項がある．お金や食品券などの財においては，
質が均一であることとは対照的である．
　政府がその内容（行動および結果）を観察で
きるときは，それに応じて提供者の報酬を変え
ることができ，社会厚生最大化問題に誘因条件
が追加されるのみで本質的な変化は実はない．
いわゆる「モラル・ハザード」や「逆選考」な
どの誘因問題と同じである．たとえば，教員や
医師の教育に社会として投資をしたり，給与待
遇を改善したり，資格や免許による選考を行っ
て提供者が能力を持っている保証をする．これ
らの「質」はある意味での「量」であって，先
述の基本的枠組みで捉えてよいことが Nichols 
and Zeckhauser （1982） などの議論によって示
されている．つまり，Diamond and Mirrlees 

（1971）による生産効率性命題などによって，
生産関数の定義を適切に解釈すれば，先述の

「財」の基本的枠組みを逸するものではない．
　このような場合とは対照的に，政府がその内
容に応じて提供者への報酬を変えられないとき
があり，この場合は提供者の選択肢を一定程度
制限することによって質を保証しようとする．
つまり，「委託」 （delegation） の誘因問題とな
る（Holmstrom 1977）．例えば，被用者を守る
ための労働組合法，労働時間の制限やハラスメ
ントの防止，体罰防止やいじめ防止，そして高

年齢者や障害者の虐待防止など禁止事項を定め
るものがある．また，学習指導要領や福祉従事
者へのガイドラインなど，担当者が従わなけれ
ばいけない規定がある．どのように提供者の選
択肢を制限するかという問題の最適解は，提供
者のバイアスを全体として制限するために，社
会通年として許容してよいと（例えば，親や教
師による軽度の体罰など）も一部制限しなけれ
ばいけなくなるということであり，この問題は
格差と非効率性の先述の枠組みとは異なるもの
である．

（3） 提供者による観察可能性のもとでの選別
条件

　役務提供者は家計の状態を，部分的であれ直
接観察できるから，その選別基準を設定するこ
とができる．この選考や採用には，より機能の
高い者を選ぼうとする教育や雇用の場 （入学試
験や採用試験など） ，そして必要の高い者を選
ぼうとする医療や福祉の場 （受給要件や必要認
定） がある．これは財の再分配において家計が
その本当の状態に関わらず自らにとって都合の
良い選択をする「自律的選別」（self-selection）
とは対照的で，家計にとっての選択を拒否でき
るという意味で「他律的選別」とも呼べるもの
だろう．提供者による選別基準をどのように社
会的に望ましい基準とするかについては，統計
的推論のように，その偶然誤差（variance）と
系統誤差（bias）の問題として大別でき，それ
ぞれを緩和するような政策がある．
　偶然誤差とは家計の視点から役務を受けられ
るかの基準に不確実性があることで，政府は補
助的な公的基準を設けることによってこの誤差
を減少している．この誤差は，担当者が家計を
十分に観察できていない，もしくは適切な基準
を設けられていないことが原因だろう．例え
ば，各大学の教員が入学試験を設定するとき，
教員によっては難題奇題をつくってしまうこと
がある．もしくは，たとえ個々の担当者が適切
に判断しようとしていても，担当者の間によっ
て大きな分散があることもあるだろう．これら
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の誤差を減少させるために，政府は公的基準を
統一的に設けることができる．例えば，共通第
一次やセンター試験があれば，受験生はその出
題が大きくぶれる心配はないだろう．介護認定
や保育認定など，支援の必要についての統一的
基準があることは重要で，多くの場合は地理的
条件・ニーズの条件の組み合わせである．とは
言え，提供者の容量の制限などもあるので，例
えばセンター試験の後に各大学ごとの試験や面
接があるように，第一次で適用される公的基準
は第二次の私的基準と組み合わされることが多
い．これらも，社会福祉の分野などにおいて重
要であり，岩田 （2018） p. 80 などが特に詳しい．
　系統誤差とは役務提供者の好む選別基準が社
会的な資源分配の価値と乖離することであり，
政府は補正的な政策で介入している．例えば，
医療における過剰診断や生活保護における窓口
での拒否など，担当者にとっての利益に合致す
るように恣意的な判断をしてしまうことがあ
る．また，家計の属性を部分的にしか観察不可
能なために，雇用や教育における男女・人種差
別，年齢差別や障害者差別など，観察可能な属
性が本質的な属性と相関しているときにその属
性にのみ頼り，統計的な差別をしてしまうこと
がある．これらを是正するために差別禁止や積
極的是正措置（affirmative actions），そして職
場の多様性や財政負担の緩和のため，障害者雇
用率制度や定年制度などを制定して雇用を促進
している．

3．構成要素分類の適用

　再分配政策の基本的枠組みである「財」の移
転と対比して，「役務」の政策要素を考えてき
た．このとき，観察可能な質のように「財」と
同様に捉えられるものもあるが，時間・場所の
所在の問題，観察不可能な質の保証，そして選
別条件のように，従来の枠組みでは捉えきれな
いものもあることを，例とともに議論した．本 
節では，その役務と財などの「構成要素分類」と， 
貧困や疾病などの「政策根拠分類」を組み合わ

せ，再分配政策の要素を網羅的に整理する「連
関表」を提案したい．

3. 1　構成要素と政策分類の連関表
　この「連関表」の目的は，多岐にわたる政策
根拠に共通する構造的相似性を明らかにするこ
とである．図 2 がそのイメージ図である．多く
の政策領域を丁寧にまとめている従来の文献
は，重要度の順序で政策項目を並べ，政策根拠
ごとに説明されることが多い．このような文献
で重視されるのは，所得税，消費税，老齢年金，
公的医療保険などの対象人口や規模が大きな政
策で，例えば新聞記事に議論される内容を理解
するために非常に有効である．しかし，このよ 
うな整理により，例えば「貧困」と「労働」と 

「障害」が異なる章にまとめられていたら，こ
れらの間の構造的相似性に気づきにくくなって
しまう．「育児休業給付」という価格の要素と

「雇用保護」という選別の要素が組み合わさっ
ている育児休暇のように，複数の要素が項目と
して重複することもある．これとは対照的に，
本論考では，構成要素を論理的に導出し，その
順序で整理している．この整理方法によって，
相対的重要性という情報は捨象することになる
が，複数政策領域における相似性は一目で分か
るようになる．
　「構成要素分類および政策根拠分類の連関表」
を説明しよう．行には，「財」の（i）主要政策，

（ii）所得税控除，（iii）公的扶助，そして「役務」
における（i）経費，（ii）内容，（iii）所在，（iv）
選別の構成要素の分類がある．列には，政策根
拠があり，この対象分類についてはこれから議
論する．例えば，低賃金や疾病が再分配の根拠
となっているときを考えてみよう．

　◦　 （i） 賃金：「財」の政策としては所得税
および住民税の累進税率と基礎控除があ
り，高賃金の者から低賃金の者へ再分配
する．職場での「役務」の要素に対する
政策として，雇用主の支払う賃金に関す
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る最低賃金，業務内容に関する労働条件
政策，採用選考や解雇に関する差別禁止
などがある．

　◦　 （vi）疾病・傷害 :「財」の政策としては
公的医療保険や医療費控除・医療扶助が
あり，健常者から患者・負傷者へのお金
を通じた事後的な再分配である．医療機
関での「役務」の要素に関しては，医療
費を間接的に決定する医療従事者や処方
薬などの供給を定める政策，その質を決
める訓練や承認審査基準，治療をする患
者を定める診断基準，医療行為を行う病
院や診療所などの設置基準がある．

　政策根拠が 16 行ほどもあるように，再分配
政策のための理由は多岐に及んでいる．ここで
は，経済学で標準的な意思決定理論と，再分配
政策における伝統的な議論に基づき，上記の政
策根拠の分類を適用したい．これは，「連関表」
の行の内容を整理しなおしたものである．
　経済学理論．標準的経済学モデルにおいて，
家計の労働と消費の意思決定は（i）予算制約
と（ii）効用関数に大別して考えられる．静的
モデルにおいて（i）家計の予算制約とは，賃
金と労働時間の積である労働所得とその他の所

得の総和が出費よりも大きいという条件であ
る．そして，（ii）効用関数には，消費からな
る効用と，労働からなる不効用がある．消費の
価値の異質性を必要 （needs） と呼び，病気の
ために必要な治療や，家族の不在にかかわる負
担，そして扶養家族への保育や教育などがある
だろう．労働の困難や負担に関する異質性を機
能 （functioning） と呼び，例えば，教育投資を
広義の労働と考えれば高等教育や，障害を負っ
ていること，高年齢であること，育児や介護な
どの扶養義務があること，などが労働の負担を
変える大きな点だろう．
　政策議論．再分配政策を考えるため，（i）予
算制約と（ii）効用関数に分類して考えること
は経済学理論モデルと整合的であるのみでな
く，歴史的な政策議論にも通じるものである．
現代社会保障制度のはじまりとされるイギリス
のエリザベス救貧法（1601 年）は，①労働可
能だが環境に恵まれなかった者と②労働不可能
な者を分別した．同様に，厚生白書 （1956 年）
は，低所得の理由を，①低賃金労働者などの標
準的稼働能力を持ちながら経済的に取り残され
た者と②母子，高齢者，身体障害者などの稼働
能力にハンディキャップを負っている者に大別
している．

（137）

図 2　政策の整理についての既存文献と本論考の対比
既存文献（重要度順） 本論考（構成要素順）

注釈）  ○□△はそれぞれの要素を示し，その大きさは重要度を表し，色の濃さは
その政策根拠ごとのテーマを示している．
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　この連関表では，「財」の政策として，主要
政策に加えて，所得税の控除（主には所得控除）
および公的扶助の加算などを併記した．16 行
の政策根拠のほとんどに対して，それぞれ対応
する控除や加算・扶助が存在することは，日本
のこれらの政策が網羅的であることなのであろ
う．
　それぞれの政策根拠について構成要素分類に
従って整理すれば政策要素を見逃すことがない
と言えることも，この「連関表」の意義であ
ると言えるのではないか．この連関表は，そ
れぞれの政策分野について可能な限り網羅的
に調べ，その後記入スペースなどの配慮から選
択をしたものである．力不足ゆえ当然記載され
ているべき内容が欠損している場合は，御指摘
を願いたい．なお，面積が大きいゆえ本論考に
おいては A4 のサイズで 1 ページにまとめてい
るが，もともとは A3 のサイズであり，それは
<http://www.crepe.e.u-tokyo.ac.jp/material/
nenpyo.html> からダウンロードいただくこと
ができる．

3. 2　役務要素の政策史
　最後に，役務の①所在，②内容，そして③選
別条件という要素についての戦後の政策変遷を
ふり返りたい．多様な政策をひとまとめにでき
ないし，政策項目と内実は異なるかもしれない
が，総じて，戦後の政策はその制約を緩和して
家計にとっての役務環境の改善に向かっている

ようである．それぞれの要素について，例を挙
げよう．

① 所在…時間・場所の柔軟性を向上するよう
な制度が多く発展している．つまり，従来
は，所定の場所に所定の時間で役務が行わ
れていたのに対し，近年アクセスが改善し
ていると言えるだろう．例えば，保育サー
ビスにおいては保育園と幼稚園が基本型で
あるが，託児所やベビーシッターなどは場
所の観点からより簡便であるし，夜間・延
長・預かり・休日保育などは時間を柔軟に
対応するようにしているものである．同様
に，老齢介護には在宅介護が，医療には訪
問看護やオンライン診療が，生活保護には
電話相談，大学には放送大学やオンライ
ン教育などが充実するようになっている．
2020 年今年の新型コロナウイルスによる
影響もあって，特定の場所に規定されない
役務のあり方は今後より重要になっていく
だろう．

　② 役務内容…（1） 結果に報酬を支払われる
ような内容については，資源の余裕などに
応じて役務の質が変わっているようであ
る．例えば，保育については需要が高くなっ
ているため設置基準規制が緩和され，質の
担保が懸念されている． （2） 役務提供者
の行動の裁量を制限するような政策につい
ては，透明性・監視が厳しくなっているよ

（139）
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表 2　政策根拠の分類
予算制約 効用関数

・　賃金
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うだ．例えば，インフォームド・コンセン
トが導入され，医師は自らの意思で診断を
下せない．また，教育・福祉の現場におけ
る数々の弱者保護の対策も政策の上で導入
されてきている．

　③ 選別条件…公的基準の制定と活用が広が
り，差別的な選考などを禁止する措置が導
入されてきた．例えば，大学入試は戦後
GHQ によって国による進学適性検査が導
入されたが，各大学が受け入れず廃止され
ている．その後，四六答申を経て共通第一
次学力試験（1979 年），その活用を拡大し
たセンター試験（1990 年）が導入された．
同じように介護保険の要介護認定（2000
年）や，子ども子育て支援新制度による保
育認定（2015 年）などは非常に重要な制
度変更だった．また，男女雇用機会均等法
による男女平等，年齢差別禁止，障害者に
対する差別禁止など，社会的慣行が実質的
に変わったかは議論の余地があるが，政策
として制定されてきたことは重要だ．

　これらの「役務」要素の政策変遷は，（i）経
済成長と（ii）従属人口などのニーズなどの分
布の変化を軸に理解することができる「財」の
政策変遷3）と は 対照的 で あ る．「財」は，戦後
の高度経済成長に伴い，財政制約が緩和された
ことによって，インフレーションに対する税率
調整や 1970 年代初頭の 2 兆円減税や児童手当
や年金の拡充などが行われた．しかし，1980
年代半ば以降，少子高齢化が今後進むという予
測が明らかになるにつれ高齢者の医療費負担

が増え，マクロ経済スライド制などによって
年金給付が調整されるようになった．消費税が
導入・拡大されていることも，現役世代より高
齢世代への負担が大きいということが特徴的で
ある．そして，子ども手当や保育費・教育など
の無償化をできるのは，それだけ子どもの数が
減っているからという理由が重要だろう．
　「財」も「役務」も，その時点で交換される
ものを考えればフローである．しかし，「役務」
の生産関数には物的・人的資本があり，また提
供者の社会規範などの社会的資本もあることか
ら，よりストックとしての側面が強い．つまり，
フローについては供給が弾力的であるがその分
蓄積されないが，ストックについては弾力的で
ない分，長い期間をかけて蓄積・改善されてい
く．制度改革が行われる場合，長い年月をかけ
て合意が形成されなければいけないが，その分，
そのときどきの変動には左右されにくいだろ
う．この「役務」の政策の流れは，政策の財政
規模などでは測ることができないが，家計の福
祉にとっては欠かせない意義を持っている．例
えば，たとえ賃金は上がっていなくとも，働く
時間や場所に融通が利き，職場での嫌がらせな
どもなく，そして差別がなく公正な採用がされ
るならば，それは総じて，被用者の厚生を改善
しているだろう．
　再分配政策史年表における重要性．この連関
表によって，政策史年表の項目のほぼすべてを
網羅して考えられる．なので，この連関表を通
じて考えることによって，再分配に関する専門
書や政府資料などで議論される重要政策はほぼ
網羅できると言えるだろう．この連関表に含ま
れない政策は 2 種類ある．第一に，家庭内暴力
防止法や児童虐待防止法など，個人間での暴力
を防ぎ弱者を保護する政策である．資源再配分
とは言えないが，社会的弱者を守る重要な政策
群だ．第二に，シャウプ勧告，四六答申，ゴー
ルド・プランやエンゼル・プランと言った，政
策提言や計画そのものである．課題への共通理
解を生み，転換点として重要だが連関表の項目

（140）

　　　　　　　　　
３）これは，政権のリーダーシップが重要でな

かったということではない．田中角栄や中曽根康
弘，小泉純一郎などの個人的なリーダーシップが
大きな影響力を持っていた側面もあるだろう．民
主党政権も，従来とは違った路線に舵を切ろうと
した．同時に，最重要の政策変更は立案から施行
まで 10 年ほどかかるから，複数の政権を越して実
現することが多い．
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にはならない．

4．むすびに

　本論考では，福祉・教育サービスや雇用機会
などをまとめた「役務」を通じた再分配問題の
要素を整理してきた．ここには，短期的に低い
弾力性のための過密・過疎の懸念，価格を通じ
ずに質を制御する規定，そして家計を直接観察
する他律的選別条件など，「財」を通じた基本
的枠組みでは捉えられない要素が一貫して存在
することを示した．本論考は，ただ分類を提示
したにすぎない．しかし，この分類によって，
もともと規則性など見つけられなかった政策史
年表項目をほぼ凡て網羅できる．生物分類学が
進化論の根拠であり，周期表が化学の基礎で
あり，「分類は科学の始まり」（Aumann, 2000）
と言われるように，願わくば再分配政策の鬱蒼
とした「ジャングル」の中をより確かに歩むた
めの一歩でもある．
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附録 : 政策根拠についての補足説明

　複雑多様な対象を，どのように理解可能ない
くつかの変数から構成されるモデルで解釈する
のだろうか．簡易な対象であれば「純粋型」を
用いて対象凡てをモデルで考えられるが，複雑
な対象には「理念型」（idealtypus）を考え抽
象化されたモデルを通じて理解し，それにおい
て理解できないこともあることを許容するとい
うことが必要となるということが，ウェーバー
の社会科学方法論の一つの解釈である（シェル
ティン グ ，石坂 1977）．こ の 政策根拠分類 も
一つのモデルであり，補足説明が必要な部分が
多い．ここでは，一つ一つ説明をしていく．

（v）価格と消費税 : 一般的な価格水準は貨幣の
価値を定めているのみであって，何が政策根拠
となりうるのか．
　一般消費税は，消費に対して一律に課税され
るため，特定の世帯や個人の属性にその根拠を
見出すことは難しい．古典的一般均衡理論にお
いても，相対的価格のみが重要であり，個人の
消費＝所得であるならば，所得税はすなわち賃
金税と同じである．消費税の逆進性についての
議論は長く存在するが，所得税を調整できるの
であれば，消費税が上がっても所得税にて同
じ程度の累進性を回復できる（Atkinson and 
Stiglitz, 1976; Saez, 2002）．す な わ ち，消費税
を解釈するためには，複数期間の理論を考え，
消費 > 所得となるような家計，すなわち貯蓄
の多い家計への負担がより重い課税だと捉える
ことが自然である．所得税は現役世代が負担す
るのに対し，消費税は全世代で負担をする税だ
と解釈されることは理論的にも整合的である

（Auerback and Kotlikoff, 1987 な ど）．歴史 を
振り返っても，消費税の導入は，欧州において
は世界大戦や大恐慌の後，日本においては急速
な高齢化の見込みがあるときなど，所得を課税
ベースとして広げることが困難だと思われると
きに限られ，また，日々平然と消費税を支払っ

ている今日ではまるで想像できないような激し
い政治的抵抗のもと成立していったのであっ
た．（内山 1986）

（viii）死別と葬儀 : 葬儀などが社会福祉や雇用
と同等に政策議論で扱われることはほぼ皆無だ
が，なぜ連関表に含まれているのか．
　家族や親族という「重要な他者」の存在は，
人間にとって根本的に必要であり，その死別に
直面したときには，経済的な負担を緩和する遺
族年金や寡婦・寡夫控除などのみではなく，そ
の喪失と向き合う時間が必要であろう．それを
保証する智慧が，日常的な義務を免除し，葬儀
等の儀礼を通じて内面的な時間を見つけること
なのだと考えられないだろうか．政策史年表を
まとめ始めた当初，葬儀などについては議論す
る予定は全くなく，年表の項目としても含まれ 
ていない．しかし，「財」に関する政策としても， 
一環して，遺族年金や災害弔慰金，葬儀費用控
除，葬祭扶助などが設置されていたことに連関
表を整理していて気づいた．考えれば，宗教法
人は非営利の公益法人であり，税制上の優遇を
受けている．内村鑑三が人間が死と直面する限
り宗教の意義は現代も残ると考えたように，こ
れから時代が進んでも科学技術によって宗教儀
礼が代替されることはないだろう．高齢化の進
む過疎地において，お寺などの存続は社会的に
重要なのではないだろうか．

（xii）義務教育後と大学 : 大学は伝統的に「恵
まれている」家計に対する補助だが，なぜ「再
分配」と言えるのか．
　大学教育のみが「困っている人 = 恵まれな
い人」への再分配ではなく，「活躍している人
= 恵まれた人」への再分配となっていることに
気づく ．いわゆるエリート大学教育は，この
意味において，再分配政策と考えられることが
少ないのかもしれない．筆者の知る限り，この
点について理論的な整理はあまりなされてこな
かったが，これは，知識について，（i）逓増性
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と（ii）外部性があるからなのではないだろう
か．対照的に，一般的な物品については，（i）
逓減性があり（ii）各々の消費は他者の生活水
準に影響しない．例えば，パンについては誰も
が最小限を消費できることが望ましい．これに
対し，専門知識については，複数の人が専門
知識をばらばらに持っていてもおよそ役に立た
ない．例えば，英語の単語の半分を知っている
人が二人いてもどちらも英語の文章を解釈でき
ないが，英語の単語を全て知っている人が 1 人
いれば，その人が解釈して翻訳をすることがで
きる．これが大学教育がエリート教育であった
ときの政策根拠だろう．このように知識が他の
物品と異なる性質を持つことは，不確実性の
下での最適意思決定の文脈で Blackwell （1951） 
や Radner and Stiglitz （1984） に よって 示 さ
れ，総体生産関数の文脈では Arrow （1963） や
Romer （1986） によって強調されてきた． 
　また，再分配政策の累進性・逆進性は常に総
合的に判断されなければならず，特定の政策が
逆進的だからと言って，全体として累進的であ
ることは十分にあり得る．これは，Atkinson-
Stiglitz （1976）の理論的結果などによって，賃
金格差にのみの一次元の異質性に着目すると
き，消費税がどのような形状であっても，所得
税を非線形に調整することで消費税が一定の時
と同じような再分配を実現できるということと
つながっている．よって，ここにおける逆進性・
累進性の議論は限定的であることを申し添えた
い．

（viii）&（xiii） 疾病と傷害・障害の分別 : なぜ
疾病・傷害が「必要」に区分され，障害が「機
能」に区分されているのか．
　日常言語では疾病・傷害や障害がほぼ同義
に 使 わ れ る こ と も 多 い か ら，疾病・傷害 が

「必要」（needs）に 区分 さ れ，障害 が「機能」

（functioning）に区分されることが妥当である
かは自明ではないだろう．しかし，学術的には
これらは明確に区別されており，その定義に
従って必要と機能に分類した．すなわち，疾病・
傷害は治療可能なものを呼び，障害は治療不可
能なものを呼ぶ．例えば，ある重度の病を負い，
難聴・聾になってしまう場合を考えよう．病に
対する治療を必要としている期間は疾病であり
医療行為があるが，その期間を経て聾が固定化
した際には障害として介助などを必要とする．
この際，医療行為を必要とするという意味にお
いて疾病・傷害は「必要」に対応するが，その
後日常生活を営む補助が必要で機能が低下して
いるという点において障害は「機能」に対応す
ると解釈している．なので，まだ経過途中の症
状においては，重篤化させないための医療を必
要とする点で疾病であり，また既に固定化した
機能低下に対する介助を必要とする点で障害で
あるということもよくあるだろう．
　ここで，身体・知的障害に対する精神障害の
微妙な位置づけを断っておきたい．つまり，例
えば「精神障害」にはうつや不安などの気分障
害があるが，治療可能なので上記の定義に当て
はまらないことである．ここには，「精神障害」
という概念が海外から輸入され，また制度整理
が進んだ歴史が関連している．つまり，もとも
と障害は英語の“disability”に対応し，疾病は

“disease”に対応していたが，精神障害“mental 
disorder”の“disorder”も「障害」と 訳 し た
経緯がある．統合失調症などの重度精神障害
は「障害」として固定化しているが，軽度・中
等度の精神疾患も「障害」と同様に考えること
は概念的に混乱してしまっているのかもしれな
い．現在においても，身体・知的障害について
は主要統計が障害者調査であるのに対し，精神
障害については患者調査であることも，この微
妙な位置づけを反映しているのだろう．
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